
町からのお知らせ －1－ １１月中間号  

第１２３８号    全２ページ 
２０１８年１１月中間号 

町からの 

平成３１年度 興部町臨時職員の公募について  

○町では平成３１年度（平成３１年４月１日採用）の臨時職員を次のとおり公募いたします。 

※長期採用（３年）の「有」の業務について、希望する方は履歴書に「長期採用希望」と

明記してください。但し、平成３２年度からの勤務時間及び賃金等の内容に変更が生じ

る場合もありますのでご承知おき願います。 

勤 務 先 業 務 内 容 勤 務 時 間 賃    金 
採用

人数 

採用

期間 

長期 

採用 

(３年) 

資 格 条 件 等 

興 部 町 役 場 事務補助員 
月～金曜日 

 8：30～17：15 
時間給 ８６０円 ２名 １年   

・パソコン操作可能な方 

・普通自動車運転免許 

農 業 科 学 

研究センター 
事務兼清掃 

月～金曜日 

 8：30～17：15 
時間給 ８６０円 １名 １年   

・パソコン操作可能な方 

・普通自動車運転免許 

高 齢 者 下 宿 

管 理 人 

月・木曜日 

7：00～  9：30 

 10：45～13：30 

 15：30～18：00 

月額 140,400 円 １名 １年 有   

夜間管理人 
6：00～  8：00 

 16：45～21：00 

時間給 ８６０円 

※夜間業務手当有 
１名 １年     

老 人 福 祉 

セ ン タ ー 

介 護 員 

月～土曜日 

 8：30～17：15 

※勤務日数は週 5 日 

月額 154,000 円 １名 １年 有 
・ホームヘルパー2 級資格以上 

・普通自動車運転免許 

介 護 員 

（パートタイム） 

月～土曜日 

 8：30～17：15 

※勤務日数は月 15 日以内 

時間給 1,030 円 ３名 １年   
・ホームヘルパー2 級資格以上 

・普通自動車運転免許 

看護業務 

月～土曜日 

 9：30～15：30 

・勤務日数は月 10 日以内 

時間給 1,470 円 １名 １年   
・看護師又は准看護師のいずれ

かの資格 

学 校 給 食 

セ ン タ ー 

事務兼清掃 
月～金曜日 

 9：45～16：45 
時間給 ８６０円 １名 １年   ・パソコン操作可能な方 

給食調理員 
月～金曜日 

 8：15～16：15 
月額 125,100 円 3 名 １年 有   

給食調理員 

（短時間） 

月～金曜日 

 8：15～12：15 
時間給 ９００円 １名 １年   ・半日（午前中）勤務 

小 学 校 

（ 興 部 小 ） 

（ 沙 留 小 ） 

特別支援教育支援員 

（生活介助・学習支援等） 

月～金曜日 

 8：00～16：00 
時間給 ８６０円 ４名 １年   ・普通自動車運転免許 

勤 務 先 業 務 内 容 勤 務 時 間 賃    金 
採用

人数 

採用

期間 

長期

採用 

(３年) 

資 格 条 件 等 

図 書 館 

清 掃 兼 

図書館奉仕 

火～日曜日（月曜休館日） 

 8：15～17：00 

※勤務日数は週 5 日 

時間給 ８６０円 1 名 １年   
 

移動図書館車運行 

兼 図書館奉仕 

火～日曜日（月曜休館日） 

 9：15～18：00 

※勤務日数は週 5 日 

時間給 ８６０円 １名 １年   ・普通自動車運転免許 

総合センター 管理兼清掃 

月～金曜日 

（土・日曜休館日） 

 13：15～22：00 

時間給 ８６０円 １名 １年 
 

  

沙 留 公 民 館 

管理兼清掃 

火～金曜日 

 9：30～16：30 

土曜日 

 8：30～17：00 

時間給 ８６０円 １名 １年   ・パソコン操作可能な方 

放課後子供教室 

教育活動推進員 

月～金曜日 

 13：30～18：30 

※沙留小学校長期休業中

は、勤務時間の変更有 

時間給 1,030 円 １名 １年 
 

・保育士又は幼稚園教諭免許 

・パソコン操作可能な方 

国 保 病 院 

医療事務員 
月～金曜日 

 8：30～17：15 
月額 132,700 円 2 名 １年 有 ・医療事務検定２級資格以上 

調 理 員 

勤務シフト 

3.5 日勤務・1.5 日休暇 

早出 6：00～15：15 

遅出 9：45～19：00 

半日 6：00～11：00 

月額 136,500 円 

※業務手当有 
2 名 １年 有  

 

臨時看護師 

日勤 8：30～17：15 

※勤務時間等について希望

がある場合は応相談 

（看護師） 

月額 191,000 円 

又は時間給 1,720 円 

（准看護師） 

月額 173,100 円 

又は時間給 1,470 円 

3 名 １年 有 
・看護師又は准看護師免許取得

者 

看護補助者 
日勤 8：30～17：15 

夜勤 16：30～9：00 

月額 154,000 円 

※夜間看護手当有 
6 名 １年 有 ・ホームヘルパー2 級資格以上 

リハビリ助手 
月～金曜日 

 8：30～16：00 
時間給 860 円 １名 １年   

 

臨床検査助手 
月～金曜日 

 8：30～15：30 
時間給 860 円 1 名 １年   

 

◎応募締切日 １２月３日（月）必着 

 ◎応募の条件 ６５歳未満の方で、興部町内に在住、又は在住可能な方 

 ◎応募申込先 役場総務課 総務厚生係 

 ◎必 要 書 類 自筆の履歴書 1 通（写真付）を本人が持参してください 

 ◎選 考 方 法 １２月中旬に面接により決定します 

        応募者の方には、面接日時をご連絡いたします 

 ◎お問い合せ 総務課 総務厚生係（℡８２－２１３１）又は各勤務先まで 

お知らせ 
 



町からのお知らせ －2－ １１月中間号  

健康推進係からのお知らせ  

◎広域紋別病院精神科巡回診療について 

 ○診療日時 １２月５日（水）１４：００～ 

 ○場  所 きらり 診察室 

 ○予約受付 月～金曜日 １４：００～１７：００（診療日の前週金曜日までに予約） 

 ○予約・問い合せ先 広域紋別病院 ℡０１５８－２４－３１１１ 

『全国瞬時警報システム（Jアラート）』               
          全国一斉情報伝達試験の実施について 

４月中間号でお知らせのとおり、「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」全国一斉情報伝

達試験の今年度３回目を下記のとおり実施いたします。 

 このシステムは、国民保護、地震、津波、気象、災害、武力攻撃などの発生時に迅速に対

応するため、消防庁から発信される情報を役場の機器で受信し、住民に防災スピーカー等を

通じてお知らせするもので、定期的に試験を行い非常時に備えるものです。 

 ※今回の試験は、住民の方々に参加・行動をお願いするものではありません。 

◎日  時  １１月２１日（水） １１：００頃 

◎実施区域  興部町内全域 

◎試験内容  防災用のスピーカーより試験音声が流れます。実際の災害やミサイル発射 

とお間違えのないようにお願いいたします。 

  （住民課住民活動・環境係、総務課情報管理係） 

ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ  

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１回

の無料法律相談を実施しています。もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会

に相談してみてはいかがでしょうか。是非お気軽にお申し込みください。 

・日  時  １２月４日（火） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

・場  所  興部町中央公民館 

・相談内容  法律相談全般 

（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

・事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。 

予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

・相談担当  紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 梶本 貴之 

・電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

「特設人権心配ごと相談所」開設のお知らせ   

 毎年１２月４日から１０日までの期間を「人権週間」としています。 

 この週間にちなんで、紋別人権擁護委員協議会と旭川地方法務局紋別支局では、次の日

程で「特設人権心配ごと相談所」を開設し、人権擁護委員が相談をお受けします。 

 いじめ・体罰、家庭問題、近隣関係のいざこざなど、身近な法律問題や人権問題等、日

頃悩んでいることや困っていることを、お気軽にご相談ください。 

 相談は無料で、秘密は固く守られます。 

 ◎と   き      １２月４日（火）１３：００～１５：００ 

（予約制ではありませんので、直接お越しください） 

◎と こ ろ   興部町中央公民館 託児室 

≪わたしたちの街の人権擁護委員です≫ 

◆田 中 啓 一  ◆日 下 理 恵 

◎お問合せ先   旭川地方法務局紋別支局 ℡０１５８－２３－２５２１ 

役場住民課 戸籍年金係 ℡８２－２１６４ 

「北朝鮮人権侵害問題啓発パネル展」のお知らせ   

 我が国では、平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対

処に関する法律」が施行され、国民の間に広く拉致問題など関心と認識を深めるため、毎

年１２月１０日から１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としています。 

 紋別人権擁護委員協議会及び旭川地方法務局紋別支局では、北朝鮮人権侵害問題啓発週

間における取り組みとしてパネル展を実施します。 

  ◇と    き   １２月４日（火）～１１日（火） 

  ◇と  こ  ろ   興部町中央公民館 ロビー 

◇お問い合わせ   旭川地方法務局紋別支局 ℡０１５８-２３-２５２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！４５００日！】 
平成３０年１１月１５日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４１０９日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 


